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令和８年東成瀬村議会定例会（第２回３月定例会議）

施政方針及び行政報告

（施政方針）

令和８年第２回３月定例会議の開会に当たり、令和８年度の村政運営の基本

方針と主な施策につきまして、当初予算案を中心に御説明申し上げます。

国の令和８年度一般会計予算は、過去最大であった令和７年度を７兆１，１

１４億円上回る、１２２兆３，０９２億円の予算案が示されております。

地方財政計画は通常収支分で１０２兆４，４２７億円と過去最大級の規模と

なっており、物価高の中で、経済・物価動向等を適切に反映するとともに、社

会保障関係費や人件費、いわゆる教育無償化に係る地方負担の増等を歳出に計

上し、地方団体が、様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供で

きるよう、地方交付税等の一般財源総額について、令和７年度を上回る額を確

保したとされています。

地方交付税は、国税収入の伸びなどにより、令和７年度比１兆２，２７４億

円増の２０兆１，８４８億円が確保される見通しとなっております。

本村の令和８年度当初予算案は、５月に村長選挙が予定されていることから

骨格予算として編成しており、一般会計総額は３６億５，１００万円、令和７

年度当初予算と比較して１２．４％の減となっております。

しかしながら、新たな東成瀬村総合計画の初年度に当たる重要な年度でもあ

ることから、選挙後の肉付け予算を迅速かつ円滑に執行できるよう配慮した内

容としております。

歳入の最大財源である地方交付税は、２０億６，６００万円を計上しており

ます。このうち普通交付税は、算定基礎となる国勢調査人口の減少等を見込み、

令和７年度当初予算と比較して、４．４％の減となる１７億４，０００万円を

計上しております。また、特別交付税は、地域おこし協力隊事業等の算定対象

経費の減少を踏まえ、４１．８％減の３億２，６００万円を見込んでおります。

歳出につきましては、継続事業を基本としつつ、国・県補助事業の採択時期

等を勘案し、年度当初から着手が必要な事業を中心に計上しております。

主な事業といたしましては、社会資本整備総合交付金事業、新生産基盤整備

事業、農業経営強化助成事業などについて、合わせて約４，５００万円の増額

を行ったほか、定住促進住宅整備事業として岩井川地区の造成工事費３，００

０万円を計上しております。

当初予算の概要は以上であります。
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次に所管ごとの主な施策について申し上げます。

はじめに、総務課関係であります。

一般管理関係については、人件費が給与改定等に伴い、一般会計全体で約１，

６００万円増額しております。

庁内電算関係ですが、基幹系業務システムの標準化移行については、令和８

年３月１６日の運用開始に向け、順調に進ちょくしており、概ね完了しており

ますが、一部のシステムについては、引き続き、環境整備が必要となっており

関連する予算を計上をしております。また、電子入札の開始に向け、導入にか

かる負担金を計上しております。

消防防災関連ですが、村のハザードマップの見直しを行い、その成果品とし

て印刷物の全戸配布とＷＥＢ版ハザードマップの改修を行うほか、防災気象情

報の体系整備の見直しに対処するため、Ｊアラート受信機入替工事を計画して

おります。また、２か年計画で実施している秋田県総合防災情報システムの更

新に要する村負担金を引き続き予算計上しております。

次に、企画課関係であります。

地域おこし協力隊事業は、新規採用１３名を含む５６名を予定しております。

民間連携隊員の採用にあたっては、なるテックと連携・協議しながら、必要な

予算はその都度補正予算で対応することとしたため、前年度と比較し大幅な減

となっています。

ふるさと納税事業は、新たな生産者や返礼品の確保に努めるとともに、引き

続き、ＰＲ強化により寄附の増加に努めてまいります。また、企業版ふるさと

納税についてもマッチング支援の充実を図り、寄附の増加に努めてまいります。

結婚支援事業は、新たな出会い創出イベントを計画しており、少子化の主要

因となっている未婚化・晩婚化対策の取り組みを進めてまいります。

集落支援員事業は、地域の活性化に向けたサポートを行う集落支援員の１名

増員を目指してまいります。

移住・定住施策については、継続事業として岩井川地区で計画している定住

促進住宅の用地造成等工事を実施することとしております。また、二地域居住

を推進するための魅力発信事業や移住体験住宅の居住環境整備を進めてまいり

ます。

次に、住民生活課関係であります。

環境衛生関係では、家庭ごみの減量化及び資源ごみのリサイクル率の向上を

図るため、資源ごみリサイクルステーションを村の出入り口となる滝の沢地区
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への設置を予定しております。収集するごみの種類は、空き缶やビン、ペット

ボトル、段ボールや新聞紙・雑誌等の古紙類、廃食用油、小型家電、食品用白

トレー等を対象とし、村民の皆様がいつでもだれでも利用できる環境を整えて

まいります。

防犯関係においては、パトロールの強化を図るため、青色回転灯パトロール

カー１台の整備を予定しております。防犯対策のみならず、交通指導車、クマ

対策などのパトロールにも使用する予定としております。

次に、健康福祉課関係であります。

保育園では、個別の支援が必要な児童が、発達過程や状況を踏まえた適切な

環境の中で保育が実施されるよう、新たに障害児保育事業をスタートいたしま

す。また、乳児等通園支援事業も４月からのスタートを目指し、子どもの良質

な育成環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して多様な働き方やラ

イフスタイルにかかわらない形での支援を強化してまいります。

地域自殺対策強化事業については、心の健康づくりや自殺予防対策に関する

自主活動への支援、各種相談会・講習会等を外部委託して実施し、総合的に効

果を評価しながら村自殺対策計画を推進してまいります。

予防接種事業においては、４月から妊婦対象のＲＳウイルスワクチン予防接

種が定期予防接種となる国の指針に基づき実施してまいります。

次に、産業振興課関係であります。

物価高騰に対する経済的支援、物産振興と郷土愛の醸成や子育て支援として、

大学進学等のため村外で暮らす学生等に対し、米などの村特産品を送付するふ

るさと応援小包給付事業を継続してまいります。

水稲経営法人に対する支援については、２法人に対し、コンバインの購入経

費の一部を助成し、持続的な経営の安定化を図ってまいります。

有害鳥獣被害防止対策については、村有害鳥獣被害防止対策協議会に対しク

マ用の罠購入費や鳥獣被害対策実施隊員へ捕獲経費に対する補助を行い、人身

や農作物等への被害防止を図ってまいります。また、ドローンを活用したクマ

等の個体確認や電気柵の設置、重機による藪払いを行い、被害防止に努めてま

いります。

林道整備については、継続事業である秋田県高能率生産団地路網整備事業の

林道専用道谷地天江線の開設を進め、林業の持続的発展と効率的な森林施業に

向け整備を進めてまいります。

観光振興においては、現在実施している秋田栗駒リゾート株式会社の経営改



- 4 -

善に向けた調査結果を踏まえ、ホテルブランを含めた村営スキー場の指定管理

料算定方法を見直し、経営努力による利益の拡大を求め、累積赤字の計画的な

解消と新たな営業経費への投資や職員への還元を図る内容としております。

次に建設課関係であります。村道の整備等については、国の交付金等を活用

し、舗装補修工事を継続実施し、安全・安心な道路環境の整備を進めてまいり

ます。

冬期交通の確保については、除雪車両１台の更新を予定しております。あわ

せて既存車両の整備を徹底し、万全の体制で冬期交通の安全確保に努めてまい

ります。

簡易水道事業、下水道事業については、人口減少によって厳しい経営状況が

予想されることから、経営健全化に向け進めてまいります。

以上、所管ごとの主な施策について申し上げました。

自身の４年間の取組とその評価につきましては、１２月定例会議における鈴

木議員の一般質問への答弁で申し上げた内容と変わるものではございません。

中期的な展望に立てば、物価高騰や人件費の上昇は今後も継続することが見

込まれております。本村はもとより自主財源に乏しく、加えて成瀬ダム建設工

事の完了に伴い、地域経済の縮小は避けられない状況にあります。

作業員の流出等による急激な人口減少に伴う地方交付税の減額、さらには村

税や諸収入の減少による財政指標の悪化など、今後の財政運営は一層厳しさを

増すことが必至であります。

こうした局面にあっても、社会情勢の変化に的確かつ柔軟に対応し、村民の

安心・安全と暮らしを守ることを最優先に、創意工夫を重ねながら、次代を見

据えた持続可能な村づくりに取り組んでまいらなければならないと考えており

ます。

以上、令和８年度の村政運営の基本方針と主な施策、本村を取り巻く現下の

情勢について申し上げ、施政方針とさせていただきます。

続きまして、１２月定例会議以降の村政の報告と、今後の運営方針について

申し上げます。
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（総務課所管）

１ 元職員による不祥事について

本村元職員による公有物窃取の不祥事につきましては、改めて衷心よりお詫

び申し上げます。

村職員の不祥事の再発防止に関する調査委員会からの報告により、被害額を

確定し、一括弁済の交渉を進めてまいりましたが、元職員から一括は難しく、

分割の願いが示されたことから、本村顧問弁護士の助言を受け、その金額や期

間の確約を求めてまいりました。

しかしながら、元職員の代理人弁護士からは、現状、元職員は安定した収入

が見込める状態ではないとして、現段階では弁済期間、金額を明示しての弁済

計画の提出は刑法第２４６条第２項に抵触するため、提出は不可能とした回答

がありました。

このような状況から、村職員のみの交渉では、早期解決が困難と考え、対等

な立場による交渉を進めるため、弁済計画の確約など今後の求償手続きについ

ては、本村の顧問弁護士に委任することとしました。また、その後の求償事務

を確実に進めるため、新たな組織を設立し、全額弁済完了まで対処してまいり

たいと存じます。

２ 中央要望会について

１月２８日に総務省を訪問し、雪やクマ対策など、村の特殊財政需要に対す

る特別交付税措置について要望を実施しております。

３ 今冬の雪対策について

年末年始に降雪が集中したことから、１月９日に雪害警戒部を設置し、１月

２６日には雪害対策部に改組しております。

現時点の雪害状況は、人的被害が３件で、雪下ろし中の屋根からの転落や除

排雪作業中の転倒によるケガとなっております。

今後は融雪期を迎え、雪崩等の注意喚起を徹底するなど雪害対策に努めてま

いります。

４ 消防防災関連について

１月４日に消防団出初式を村民体育館で挙行しております。消防団員及び関

係者１０９名の出席となっております。
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１月１７日、田子内字菅生田地内で小屋を全焼する火災が発生し、小屋の所

有者の住宅も一部が焼失しましたが、人的被害や隣家等への延焼はなく、被害

は最小限に抑えられました。今後、より一層の火災予防を呼びかけてまいりま

す。

（企画課所管）

５ 第６次東成瀬村総合計画について

第６次総合計画につきましては、１月１５日に開催した第２回むらづくり推

進委員会、翌１６日の村議会全員協議会でいただいた御意見、並びにパブリッ

クコメントで寄せられた御提案等も踏まえ、最終案を取りまとめ、本定例会議

に提出いたしますので、御審議の程、よろしくお願い申し上げます。

６ 東成瀬村過疎地域持続的発展計画の変更について

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の施行から５年目を迎

え、令和８年度から新過疎法の後期期間に移行することから、計画期間の変更

に伴う所要の改正と第６次総合計画との整合を図るため、本計画の変更案を本

定例会議に提出いたしますので、御審議の程、よろしくお願い申し上げます。

７ 応援クーポン券事業について

１２月定例会議で御可決いただいた応援クーポン券事業は、２月２１日から

各世帯へ順次発送しております。

使用期間は３月１日から８月末までとしております。応募のうえ、使用可能

となった店舗は、配布時点で村内２６店舗、村外３店舗となっております。今

回は一部村外店舗でも利用可能としており、チラシの配布など周知徹底を図り、

物価高騰への生活支援と地域消費の下支えに努めてまいります。

８ ふるさと納税について

１月末現在、寄附件数は１，９３５件、寄附額は１，４５６万２，０００円

となっております。前年度同期と比較し、件数で２，４５８件、金額で１，８

３９万３，０００円の減となっております。主な要因は、米の返礼品の取扱い

ができなかったことによるものであり、厳しい状況が続いております。

また、企業版ふるさと納税につきましては、１月末現在で７件、４２０万円

の寄附申出をいただいており、そのうち５件はマッチング支援事業者からの紹
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介によるものとなっております。

９ 地域おこし協力隊事業について

１月末現在、今年度の採用者は民間連携１９名、雇用１名の２０名で、活動

中の隊員は民間連携４１名、雇用５名の４６名となっております。

地域おこし協力隊による村公式インスタグラムでの情報発信は、ほぼ毎日更

新しており、本格的に発信を開始した９月以降、フォロワー数は２．５倍以上

に増加しており、各隊員がそれぞれの担当分野において、地域活性化に取り組

んでおりますので、引き続き、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

１０ 東成瀬村地域公共交通活性化協議会について

１月３０日に防災情報センター会議室で本年度３回目の協議会を開催し、東

成瀬村地域公共交通計画（案）について御協議いただきました。現在、年度内

の策定に向け、作業を進めております。同時に計画の基本理念である、移動に

困らない地域の形成を実現するため、委員からの御意見、御提案を踏まえ、次

年度から実証事業へ移行できるよう、国や県の補助事業の採択に向けた準備を

進めてまいります。

１１ 二拠点居住に向けたモニターツアー及びスキー場魅力発信事業について

最高の雪質を求めて各地を訪れるスノーボーダーを対象とした二拠点居住体

験モニターツアーを、１月２２日から２３日に実施いたしました。

ジュネス栗駒スキー場の全国的な知名度は依然として低く、残念ながら参加

者は２名にとどまりましたが、滋賀県からの参加もあり、本村の魅力を体感い

ただく機会となりました。

また、併せて実施した魅力発信事業では、ＰＲ用の動画制作にプロスノーボ

ーダーの降旗由紀（ふりはたゆき）氏に御出演いただきました。天候にも恵ま

れ無事に撮影を終え、同氏からは、終日パウダースノーを楽しめる点や上級者

が好む急斜面が混在する多様なコース構成について高い評価をいただいており

ます。

本年度の成果を踏まえ、来年度はスキー場の積極的な魅力発信と二拠点居住

の本格的な取組を進めてまいりたいと考えております。
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１２ 秋田栗駒リゾート株式会社について

ジュネス栗駒スキー場の運営状況は、１２月の降雪量の不足により営業開始

が１２月２８日となり、全面滑走可能も１月２日と遅れたことや１月の天候不

順等で利用者数が前年を下回る状況が続き、１月末時点での売上高は前年同期

比で約２３０万円の減、利用者数は９９４人の減となっております。

また、ホテルブランにおいてもスキー場営業開始の遅れによりスキー合宿の

大口予約キャンセルが発生するなど、減収となっております。

秋田栗駒リゾート全体の収支状況は、栗駒山荘における食中毒事案による売

上の減少に加え、スキー場・ホテルブランの売上減少が加わり、ホテルブラン

を含めたスキー場営業の赤字を栗駒山荘の収益で補うことが出来ない状況にあ

ります。

来年度以降の経営改善に向け、財務体質の改善を図る計画でありましたが、

こうした現状を勘案しますと、年度末における資金不足が懸念されることから、

計画を前倒しし、経営改善に向けた早急な対応を行うため、村営スキー場指定

管理料の追加補正を行っております。

何卒、事情を御賢察のうえ、御理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。

（住民生活課所管）

１３ 交通指導隊・防犯指導隊合同初出式について

１月１０日、役場駐車場において交通指導隊と防犯指導隊による合同初出式

を挙行し、終了後は天神社に参拝して今年一年の安全を祈願しております。

１４ 交通安全表彰について

１月８日には１２月２日に達成した交通死亡事故抑止継続３，５００日の秋

田県知事及び秋田県警本部長表彰の伝達式が防災情報センターで挙行されまし

た。なお、記録は継続しており、４日後の３月７日にはこれまでの最長記録に

並ぶ３，５９５日に達する予定となっております。

また、本村は、令和７年の秋田県飲酒運転追放等の競争において、令和３年

以来４年ぶりに飲酒運転の違反件数はゼロで、小坂町、上小阿仁村、五城目町、

大潟村と同率の１位となり、明日４日には、役場で県知事表彰の伝達式が行わ

れる予定となっております。

今後も増田地区交通安全協会、交通指導隊、警察など関係機関と連携し、交
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通安全対策に取り組んでまいります。

１５ 省エネ家電製品購入費助成事業について

省エネ家電製品購入費助成は、１月２０日より申請の事前予約を開始してお

りましたが、大変好評であり２月１３日には定数に達しております。

内訳は、エアコンの購入２１人、冷蔵庫の購入２２人、ＬＥＤ照明器具購入

が７人の合計５０名となっております。

（健康福祉課所管）

１６ 雪下ろし等支援事業について

高齢者宅等の雪下ろしや間口除雪支援事業の状況は、１月は例年より降雪量

が増しましたが、活動員皆様の御協力により、事業は順調に実施されたようで

あります。

今後は、事業終了後に活動員から意見・要望等を拝聴し、事業評価等を行っ

てまいります。

１７ 介護保険運営協議会・国民健康保険運営協議会について

２月１６日、防災情報センターにおいて、東成瀬村介護保険運営協議会及び

東成瀬村国民健康保険運営協議会を開催しました。

各運営協議会では、委員の皆様へ今年度の予算執行状況と次年度の予算編成

等についての説明を行い、意見を求めております。

今後も各委員の意見等をもとに、健全な運営に努めてまいります。

１８ 結核予防婦人会役員研修会について

１２月２４日、防災情報センターにおいて、結核予防婦人会役員研修会を開

催し、今年度の検診事業についての報告と次年度の協力内容を役員で確認しま

した。

また、「薬とくらしの教室」と題して、羽後町立病院 薬剤師 菅原崇義

（すがわらたかよし）氏による講話を開催し、薬の働きについて役員の皆様に

理解を深めていただきました。

（産業振興課所管）

１９ 令和８年産米の生産の目安について
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本村における令和８年産米の「生産の目安」は、１月８日に開催した農業再

生協議会総会において、前年を上回る１，０９４トン、作付の目安率５９．７

％と決定し、２月上旬に各生産者へ通知したところであります。

２０ 経営所得安定対策等交付金の実績について

今年度の経営所得安定対策等交付金については、村全体で国から１，７４１

万円余りが交付されました。内訳は、飼料用米関係で１，３４１万円、飼料作

物関係で４７万円、村指定振興作物出荷助成等の産地交付金が３５３万円余り

となっております。

また、農業者の経営意欲の喚起と所得向上を図るため、村単独の戦略作物作

付推進交付金制度により総額約２５６万円を嵩上げ交付しております。

２１ クマ対策関連について

１２月２６日、秋田県のクマ対策に係る自衛隊派遣に対する謝意をお伝えす

るため、知事が小泉防衛大臣を表敬訪問され、私も同行し感謝をお伝えしてま

いりました。

１月２３日には、こまち農業協同組合様より、クマ対策用装備品として防護

盾６枚及びヘルメット２０個の御寄贈いただき、採納いたしました。本件は、

昨年のクマの異常出没を踏まえ、対策に必要な資機材の支援について御提案を

いただいたことによるものであります。寄贈いただいた装備品につきましては、

人的被害の未然防止と住民の安全確保のため、現場活動及び緊急時対応におい

て有効に活用してまいります。

また、２月１０日には、猟友会の役員の皆様と今後のクマ対策を中心とする

有害鳥獣対策の方針や予算について意見を求める打合会をグルメペンションお

山の大将で開催しております。猟友会は単に有害鳥獣の駆除に限らず、山岳遭

難の救助隊として非常に重要な任務を担っており、装備品や軽減負担、後継者

の確保や育成など幅広い意見交換を行っております。

２月２５日、成瀬ダム工事現場内においてクマ一頭が目撃され、現場職員の

安全確保のため、有害鳥獣対策実施隊員により駆除を行っております。これに

より今年度に駆除したクマの頭数は２７頭となっております。

（建設課所管）

２２ 除雪関連について
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今冬は、年末から１月末にかけて断続的な降雪が続き、本村における１月の

除雪出動日数は２８日と、令和以降で最多となりました。

今後は、除雪に伴い雪置場として御協力いただいている農地等の消雪対応を

はじめ、雪崩警戒パトロールの実施、さらには道路舗装の損傷箇所の補修など、

季節の移行を見据えた対応を進めるともに４月からは春山除雪を開始し、国道

３４２号及び国道３９７号の早期開通に向け、計画的に除雪を進めてまいりま

す。

また、北海道・北東北を中心とする全国的な大雪を受け、２月３日に全国豪

雪対策連絡協議会が実施した今冬の降雪に係る財政支援要望活動に参加し、国

土交通省、総務省と財務省を訪問し、本村の豪雪状況と財政負担の実情につい

て説明してまいりました。

２３ 成瀬ダム事業関連について

現在、成瀬ダムの工事は、ダム提体の基礎岩盤の改良と下段仮排水トンネル

内の閉塞工が行われております。

１月２３日に秋田市のＡＮＡクラウンプラザホテルで第３回「成瀬ダムモニ

タリング部会」が開催され、ダム完成前後の水質や生物等のモニタリング調査

計画の作成及び調査結果の分析・評価が行われております。

また、３月２７日には第４回「成瀬ダム水源地域ビジョン策定委員会」が開

催される予定となっております。

本定例会議には、報告１件、人事案１件、条例案６件、議決案５件、予算

案１３件の計２６件を提出いたします。何とぞ、全議案を同意・可決ください

ますようお願い申し上げます。（了）


